
規 則

�愛媛県規則第２号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和元年５月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則の一部を改正する規則

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則（平成１５年愛媛県規則第４３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

発 行 愛 媛 県
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様式第１０号（第２条関係） 狩猟免許申請書

（表） 省略

（裏）

様式第１０号（第２条関係） 狩猟免許申請書

（表） 省略

（裏）

省略 省略

知事

� 個人情報の取扱い
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申請者の個人情報は、狩猟に係る行政事務の手続等を効

率化し、狩猟者情報として蓄積するため、国が提供する情

報システムにて一元管理します。狩猟に係る行政事務以外

の目的で申請者の個人情報を使用することはありません。

知事

個人情報の提供（国が

提供する情報システム

での管理）の同意

□ 同意する。 □ 同意しない。

注 省略

様式第１１号（第２条関係） 狩猟免許更新申請書

（表） 省略

（裏）

注 省略

様式第１１号（第２条関係） 狩猟免許更新申請書

（表） 省略

（裏）

省略 省略

□ 確認済み

□ 確認済み

� 個人情報の取扱い

申請者の個人情報は、狩猟に係る行政事務の手続等を効

率化し、狩猟者情報として蓄積するため、国が提供する情

報システムにて一元管理します。狩猟に係る行政事務以外

の目的で申請者の個人情報を使用することはありません。

個人情報の提供（国が

提供する情報システム

での管理）の同意

□ 同意する。 □ 同意しない。

注 省略

様式第１２号（第２条関係） 狩猟者登録申請書

（表）

注 省略

様式第１２号（第２条関係） 狩猟者登録申請書

（表）

省略 省略

※ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に

関する法律施行規則（平成１４年環境省令第２８

号。以下「省令」という。）第６５条第１項第

７号から第９号までのいずれかに該当する者

か否かの別

※ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に

関する法律施行規則（平成１４年環境省令第２８

号。以下「省令」という。）第６５条第７号

から第９号までのいずれかに該当する者

か否かの別

省略 省略 省略 省略

省略 省略

（裏） （裏）

省略 省略

□ 専門的・技術的職業従事者 □ 管理的職業従事者

□ 事務従事者

□ 販売従事者 □ 農林業作業者 □ 漁業作業者

□ 採鉱・採石作業者

□ 運輸・通信従事者 □ 技能工・生産工程作業者

□ 単純労働者

□ 保安職業従事者 □ サービス職業従事者 □ 分

類不能の職業従事者

□ 無職

□ 専門的・技術的職業従事者 □ 管理的職業従事者

□ 事務従事者

□ 販売従事者 □ 農林業作業者 □ 漁業作業者

□ 採鉱・採石作業者

□ 運輸・通信従事者 □ 技能工・生産工程作業者

□ 単純労働者

□ 保安職業従事者 □ サービス職業従事者 □ 分

類不能の職業従事者

□ 無職

� 個人情報の取扱い

申請者の個人情報は、狩猟に係る行政事務の手続等を効

率化し、狩猟者情報として蓄積するため、国が提供する情

報システムにて一元管理します。狩猟に係る行政事務以外

の目的で申請者の個人情報を使用することはありません。

個人情報の提供（国が

愛 媛 県 報令和元年５月１７日 第４号
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告 示

�������
�愛媛県告示第４４号
平成３１年４月１１日に農地中間管理機構公益財団法人えひめ農林漁

業振興機構から認可申請のあった農用地利用配分計画を、農地中間

管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）第１８条第１

項の規定に基づき認可した。

令和元年５月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 農用地利用配分計画の概要

賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所 所在及び地番 面積（�）

農事組合法人
ファーム北条 愛媛県西条市 愛媛県西条市広江１４

０番１ほか１２８筆 ２２９，９７６

２ 認可年月日

令和元年５月８日

�������
�愛媛県告示第４５号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第１項の規定により、二

級河川僧都川水系僧都川に係る洪水浸水想定区域を指定し、当該区

域、浸水した場合に想定される水深及び浸水の継続時間並びに水防

法施行規則（平成１２年建設省令第４４号）第２条第４号に規定する計

画降雨により当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域及び

浸水した場合に想定される水深を定めたので、同法第１４条第３項及

び同省令第３条第１項の規定により、告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び南予地方局愛南土木事務所に備え

置いて閲覧に供する。

令和元年５月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第４６号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第１項の規定により、一

級河川肱川水系肱川に係る洪水浸水想定区域を指定し、当該区域、

浸水した場合に想定される水深及び浸水の継続時間並びに水防法施

行規則（平成１２年建設省令第４４号）第２条第４号に規定する計画降

雨により当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域及び浸水

した場合に想定される水深を定めたので、同法第１４条第３項及び同

省令第３条第１項の規定により、告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び南予地方局大洲土木事務所に備え

置いて閲覧に供する。

令和元年５月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第４７号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第１項の規定により、一

級河川肱川水系肱川に係る洪水浸水想定区域を指定し、当該区域、

浸水した場合に想定される水深及び浸水の継続時間並びに水防法施

行規則（平成１２年建設省令第４４号）第２条第４号に規定する計画降

雨により当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域及び浸水

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県告示第４３号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

令和元年５月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

新居浜中央薬局 新居浜市南小松原町１３番４０号 合同会社 ＣＭＰＥＳ 薬局（育成医療・
更生医療）

令和元年
５月１日

平野みらい薬局 今治市北宝来町２丁目４－６ 株式会社 平野 薬局（育成医療・
更生医療）

令和元年
５月１日

提供する情報システム

での管理）の同意

□ 同意する。 □ 同意しない。

注１～５ 省略

６ 次に掲げる書類及び写真を添付すること。

�・� 省略

� 申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無

背景の縦３．０センチメートル、横２．４センチメートルの写

真２枚（裏面に氏名及び撮影年月日を記載したものに限

り、うち１枚を「写真」欄に貼付 すること。）

�～� 省略

注１～５ 省略

６ 次に掲げる書類及び写真を添付すること。

�・� 省略

� 申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無

背景の縦３．０センチメートル、横２．４センチメートルの写

真２枚（裏面に氏名及び撮影年月日を記載したものに限

り、うち１枚を「写真」欄にちょう付すること。）

�～� 省略

愛 媛 県 報令和元年５月１７日 第４号
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した場合に想定される水深を定めたので、同法第１４条第３項及び同

省令第３条第１項の規定により、告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び南予地方局西予土木事務所に備え

置いて閲覧に供する。

令和元年５月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第４８号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第７７条の３５の８第２項の規

定により、指定構造計算適合性判定機関から次のとおり住所の変更

の届出があった。

令和元年５月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 名称

株式会社国際確認検査センター

２ 住所

� 変更前

大阪府大阪市中央区北浜三丁目７番１２号

� 変更後

東京都中央区京橋二丁目８番７号

３ 変更年月日

令和元年６月１日

�愛媛県告示第４９号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

令和元年５月１７日

愛媛県東予地方局長 馬 越 史 朗

�愛媛県告示第５０号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

令和元年５月１７日

愛媛県東予地方局長 馬 越 史 朗

�愛媛県告示第５１号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり指定居宅サービス事業を廃止

する旨の届出があった。

令和元年５月１７日

愛媛県東予地方局長 馬 越 史 朗

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社ダンク ショートステイ だんだん 愛媛県四国中央市川之江町７０１番４ 平成３１年３月１日 短期入所生活介護

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社ダンク ショートステイ だんだん 愛媛県四国中央市川之江町７０１番４ 平成３１年３月１日 介護予防短期入所
生活介護

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社モア・ステージ 株式会社モア・ステージ 愛媛県新居浜市新須賀町二丁目８番３６
号 平成３１年３月１０日 福祉用具貸与

株式会社モア・ステージ 株式会社モア・ステージ 愛媛県新居浜市新須賀町二丁目８番３６
号 平成３１年３月１０日 特定福祉用具販売

株式会社トーカイ トーカイ 訪問入浴サービス 今治 愛媛県今治市東村南二丁目２－１３ 平成３１年３月３１日 訪問入浴介護

新居浜市農業協同組合 ＪＡ新居浜市 愛媛県新居浜市坂井町三丁目１０番４０号 平成３１年３月３１日 福祉用具貸与

新居浜市農業協同組合 ＪＡ新居浜市 愛媛県新居浜市坂井町三丁目１０番４０号 平成３１年３月３１日 特定福祉用具販売

有限会社 山茶花 ほっと介護センターさざんか新居浜 愛媛県新居浜市沢津町一丁目４－１３ 平成３１年３月３１日 訪問介護

西条市農業協同組合 ＪＡ西条福祉用具サービス 愛媛県西条市大町２００番地１ 平成３１年３月３１日 福祉用具貸与

愛 媛 県 報令和元年５月１７日 第４号
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�愛媛県告示第５４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

松山市斎院樋川土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任

した旨の届出があった。

令和元年５月１７日

愛媛県中予地方局長 尾 � 幸 朗

就 任
退 任

�愛媛県告示第５２号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５第２項の規定により、指定介護予防サービス事業者から次のとおり指定介護予防サービ

ス事業を廃止する旨の届出があった。

令和元年５月１７日

愛媛県東予地方局長 馬 越 史 朗

�愛媛県告示第５３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和元年５月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社トーカイ トーカイ 訪問入浴サービス 今治 愛媛県今治市東村南二丁目２－１３ 平成３１年３月３１日 介護予防訪問入浴
介護

新居浜市農業協同組合 ＪＡ新居浜市 愛媛県新居浜市坂井町三丁目１０番４０号 平成３１年３月３１日 介護予防福祉用具
貸与

新居浜市農業協同組合 ＪＡ新居浜市 愛媛県新居浜市坂井町三丁目１０番４０号 平成３１年３月３１日 特定介護予防福祉
用具販売

西条市農業協同組合 ＪＡ西条福祉用具サービス 愛媛県西条市大町２００番地１ 平成３１年３月３１日 介護予防福祉用具
貸与

西条市農業協同組合 ＪＡ西条福祉用具サービス 愛媛県西条市大町２００番地１ 平成３１年３月３１日 特定介護予防福祉
用具販売

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 川之江大豊線
四国中央市金生町下分字板屋８７０番７から

同字８７０番９まで
令和元年５月１７日

西条市農業協同組合 ＪＡ西条福祉用具サービス 愛媛県西条市大町２００番地１ 平成３１年３月３１日 特定福祉用具販売

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 横 田 祐 享 松山市山西町５４０

〃 森 山 邦 雄 松山市別府町４５８－９

〃 清 水 良 雄 松山市清住二丁目１０９４－２

〃 清 水 俊 弘 松山市高岡町６０５

〃 川 � 俊 一 松山市南吉田町１５０２

〃 関 谷 重 雄 松山市南吉田町９１９

〃 関 谷 石 男 松山市南斎院町１０４１

〃 一 色 悟 松山市北斎院町５２２

〃 橋 本 正 松山市別府町３１２－１

〃 松 友 芳 正 松山市生石町５７３

〃 梅 木 静 男 松山市生石町１６７

〃 徳 本 巽 松山市竹原二丁目９－４

〃 宮 � 眞 一 松山市北斎院町１９６

監 事 関 谷 治 夫 松山市南斎院町９７８－３

〃 橋 本 正 松山市別府町３１２－１

〃 関 谷 重 男 松山市南吉田町９１９

〃 丹 下 邦 夫 松山市南江戸二丁目７－２３

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 横 田 祐 享 松山市山西町５４０

〃 森 山 邦 雄 松山市別府町４５８－９

〃 清 水 良 雄 松山市清住二丁目１０９４－２

〃 川 � 俊 一 松山市南吉田町１５０２

〃 清 水 俊 弘 松山市高岡町６０５

〃 一 色 悟 松山市北斎院町５２２

〃 家 木 貞 夫 松山市竹原三丁目１４－１３

〃 一 色 覚 松山市南斎院町８７９－３

〃 西 野 不可止 松山市生石町５５２－４

〃 関 谷 石 男 松山市南斎院町１０４１

〃 三 好 陽 造 松山市高岡町７６４

愛 媛 県 報令和元年５月１７日 第４号
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�愛媛県告示第５５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

東温市志津川土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

令和元年５月１７日

愛媛県中予地方局長 尾 � 幸 朗

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第５６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

東温市北吉井土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

令和元年５月１７日

愛媛県中予地方局長 尾 � 幸 朗

就 任

退 任
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�愛媛県告示第５７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

東温市西岡土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

令和元年５月１７日

愛媛県中予地方局長 尾 � 幸 朗

就 任

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 和 田 隆 茂 東温市西岡４３３番地１

〃 松 下 俊 二 東温市西岡６６番地

〃 若 林 充 孝 東温市西岡１３９９番地

〃 伊 賀 隆 東温市西岡２４０番地３

〃 竹 内 俊 式 東温市西岡２６０番地

〃 山 内 忠 志 東温市西岡６９５番地

〃 岡 本 幸 博 東温市西岡７８７番地

〃 北 岡 保 史 東温市西岡７４８番地３

監 事 野 村 康 夫 東温市西岡９２５番地

〃 岡 本 壽摩雄 東温市西岡７９７番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 伊 賀 洋 介 東温市西岡１６４番地

〃 渡 部 英 成 東温市西岡１６８番地

〃 横 田 周 二 東温市西岡４５３番地２

〃 宮 本 良 一 東温市西岡７５４番地

〃 松 本 富 法 東温市志津川１９０５番地

〃 清 水 昭 弘 東温市志津川６８０番地４

〃 宮 内 秀 東温市志津川７４番地１

〃 大 野 史 雄 東温市志津川１５１０番地

監 事 越 智 賢 治 東温市志津川１７９０番地

〃 花 山 良 博 東温市西岡１２６番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 清 水 透 東温市志津川６７５番地

〃 岩 川 保 東温市志津川５９６番地２

〃 �須賀 功 東温市志津川６３０番地

〃 一 橋 正 昭 東温市志津川６７５番地

〃 和 田 隆 茂 東温市西岡４３３番地１

〃 松 下 俊 二 東温市西岡６６番地

〃 竹 内 俊 式 東温市西岡２６０番地

〃 若 林 充 孝 東温市西岡１３９９番地

監 事 野 村 康 夫 東温市西岡９２５番地

〃 佐 伯 � 恵 松山市南町二丁目６番２号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 松 本 富 法 東温市志津川１９０５番地

〃 清 水 昭 弘 東温市志津川６８０番地４

〃 大 西 一 秀 東温市志津川６３７番地３

〃 恒 岡 恒 重 東温市横河原１３４３番地

〃 和 田 敏 明 東温市志津川７２番地

〃 宮 内 秀 東温市志津川７４番地１

〃 �須賀 功 東温市志津川６３０番地

〃 武 智 昭 一 東温市志津川６９２番地

〃 池 川 雅 清 東温市志津川１４２９番地

〃 大 野 史 雄 東温市志津川１５１０番地

〃 窪 田 マチ子 東温市志津川１２５４番地３

〃 森 幹 治 東温市志津川１１７９番地１

〃 伊 藤 眞 和 東温市志津川１８３３番地

監 事 越 智 賢 治 東温市志津川１７９０番地

〃 森 省 三 東温市志津川５１４番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 清 水 透 東温市志津川６７５番地

〃 岩 川 保 東温市志津川５９６番地２

〃 友 近 泰 教 東温市志津川５７番地１

〃 �須賀 功 東温市志津川６３０番地

〃 � 塚 澄 江 東温市志津川６３８番地１

〃 池 川 雅 清 東温市志津川１４２９番地

〃 大 野 史 雄 東温市志津川１５１０番地

〃 池 川 �美子 東温市志津川８８７番地１

〃 宮 田 � 典 東温市志津川１６３５番地

〃 一 橋 正 昭 東温市志津川１７１０番地２

〃 浅 倉 光 浩 東温市志津川１７２１番地２

〃 伊 藤 孝 一 東温市志津川１７５８番地１

〃 寺 澤 房 和 東温市志津川１１３番地

監 事 清 水 治 � 東温市志津川１４３２番地

〃 佐 伯 � 恵 松山市南町二丁目６番２号

監 事 関 谷 治 夫 松山市南斎院町９７８－３

〃 一 色 政 則 松山市高岡町６７４

〃 一 色 幸 徳 松山市北斎院町２６２－９

〃 丹 下 邦 夫 松山市南江戸二丁目７－２３

愛 媛 県 報令和元年５月１７日 第４号
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�愛媛県告示第５８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

東温市牛渕上井手土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退

任した旨の届出があった。

令和元年５月１７日

愛媛県中予地方局長 尾 � 幸 朗

就 任

退 任

�愛媛県告示第５９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

東温市南野田土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

令和元年５月１７日

愛媛県中予地方局長 尾 � 幸 朗

就 任

退 任
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�愛媛県告示第６０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

東温市北野田土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

令和元年５月１７日

愛媛県中予地方局長 尾 � 幸 朗

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 � 見 和 政 東温市北野田２３０番地

〃 牧 隆 司 東温市北野田７９１番地

〃 野 口 浩 二 東温市北野田１５２番地

〃 � 見 淳 東温市北野田１３７番地

〃 安 井 清 秀 東温市北野田３３２番地

〃 牧 秀 宣 東温市北野田８２７番地１

〃 武 智 南 東温市北野田１２２４番地

〃 相 原 宏 徳 東温市北野田６５２番地

監 事 明 賀 英 樹 東温市北野田１１７番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 束 村 雅 則 東温市南野田２７１番地

〃 東 洋 東温市南野田５５１番地

〃 束 村 良 正 東温市南野田１６８番地

〃 友 近 弘 志 東温市南野田６０７番地２

〃 高 橋 晃 治 東温市南野田１０９番地１

〃 明 賀 勝 秀 東温市南野田２６２番地

〃 大 川 正 敏 東温市南野田４７３番地

〃 桐 野 彰 紀 東温市南野田６４４番地

監 事 末 光 眞 人 東温市南野田３０７番地

〃 明 賀 安 広 東温市南野田５４７番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 束 村 雅 則 東温市南野田２７１番地

〃 坂 本 武 義 東温市南野田２８３番地

〃 明 賀 功 東温市南野田５３８番地３

〃 八 塚 英 二 東温市南野田５８９番地

〃 高 橋 晃 治 東温市南野田１０９番地１

〃 束 村 良 正 東温市南野田１６８番地

〃 明 賀 勝 秀 東温市南野田２６２番地

〃 友 近 弘 志 東温市南野田６０７番地２

監 事 末 光 眞 人 東温市南野田３０７番地

〃 桐 野 彰 紀 東温市南野田６４４番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 井 門 孝 徳 東温市牛渕６６５番地

〃 大 北 忠 則 東温市牛渕１２７２番地３

〃 朝比奈 正 之 東温市牛渕１１６５番地

〃 村 上 正 隆 東温市牛渕１４０１番地

〃 大 北 守 紀 東温市牛渕１４０４番地

〃 村 上 力 東温市牛渕１６９７番地２

〃 大 西 俊 則 東温市牛渕１２７４番地１

〃 由 井 雄 三 東温市牛渕１５５５番地

〃 村 上 浩 三 東温市牛渕１４４６番地

〃 大 西 良 也 東温市牛渕７６３番地２

監 事 大 北 英 明 東温市牛渕１３００番地

〃 大 北 正 明 東温市牛渕１５０２番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 伊 賀 洋 介 東温市西岡１６４番地

〃 渡 部 英 成 東温市西岡１６８番地

〃 野 村 研 二 東温市西岡１２１１番地１

〃 大 東 正 雄 東温市西岡１０６８番地２

〃 横 田 周 二 東温市西岡４５３番地２

〃 和 田 功 東温市西岡６８２番地

〃 岡 本 孝 弘 東温市西岡７８０番地

〃 宮 本 良 一 東温市西岡７５４番地

監 事 大 西 幸 夫 東温市西岡１４８９番地１

〃 花 山 良 博 東温市西岡１２６番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 大 北 吉 直 東温市牛渕５７４番地

〃 大 北 英 彦 東温市牛渕１３９４番地２

〃 井 門 孝 徳 東温市牛渕６６５番地

〃 村 上 正 隆 東温市牛渕１４０１番地

〃 重 見 忠 顕 東温市牛渕６３５番地

〃 大 北 守 紀 東温市牛渕１４０４番地

〃 朝比奈 正 之 東温市牛渕１１６５番地

〃 大 北 忠 則 東温市牛渕１２７２番地３

〃 大 西 良 也 東温市牛渕７６３番地１

〃 村 上 周 治 東温市牛渕１６９７番地２

監 事 大 北 武 東温市牛渕１５０１番地

〃 大 北 英 明 東温市牛渕１３００番地

愛 媛 県 報令和元年５月１７日 第４号
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退 任
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�愛媛県告示第６１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

松山市和気浜土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

令和元年５月１７日

愛媛県中予地方局長 尾 � 幸 朗

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第６３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

大洲市土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨の

届出があった。

令和元年５月１７日

愛媛県南予地方局長 大 北 秀

就 任

退 任
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�愛媛県告示第６４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８４条において準用する同

法第１８条第１７項の規定により、南予用水土地改良区連合から次のと

おり役員が就任した旨の届出があった。

令和元年５月１７日

愛媛県南予地方局長 大 北 秀

就 任

�愛媛県告示第６２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和元年５月１７日

愛媛県中予地方局長 尾 � 幸 朗

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 芳 野 英 治 松山市和気町一丁目１９７

〃 芳 野 紀 由 松山市和気町一丁目１９５－６

〃 芳 野 國 廣 松山市和気町一丁目２１７

〃 芳 野 龍 男 松山市和気町一丁目２２０

〃 � 岡 英 俊 松山市辰巳町７－３５

〃 小笠原 壮 一 松山市和気町二丁目１０１４

〃 河 内 正 利 松山市和気町二丁目１０３３

〃 芳 野 惠 三 松山市和気町二丁目１０１９

監 事 岡 本 一 孝 松山市和気町一丁目２２５

〃 須 賀 誠 松山市和気町一丁目２４５

〃 芳之内 一 磨 松山市和気町二丁目９７０

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 芳 野 紀 由 松山市和気町一丁目１９５－６

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 � 見 和 政 東温市北野田２３０番地

〃 牧 隆 司 東温市北野田７９１番地

〃 野 口 浩 二 東温市北野田１５２番地

〃 � 見 淳 東温市北野田１３７番地

〃 岡 田 誠 司 東温市北野田１４１番地

〃 牧 秀 宣 東温市北野田８２７番地１

〃 武 智 南 東温市北野田１２２４番地

〃 相 原 宏 徳 東温市北野田６５２番地

監 事 明 賀 英 樹 東温市北野田１１７番地

〃 牧 正 人 東温市北野田７８８番地

〃 牧 正 人 東温市北野田７８８番地 〃 � 岡 英 俊 松山市辰巳町７－３５

〃 芳 野 國 廣 松山市和気町一丁目２１７

〃 芳 野 惠 三 松山市和気町二丁目１０１９

〃 小笠原 壮 一 松山市和気町二丁目１０１４

〃 芳 野 龍 男 松山市和気町一丁目２２０

〃 河 内 正 利 松山市和気町二丁目１０３３

〃 芳 野 克 � 松山市和気町一丁目１９６

監 事 須 賀 誠 松山市和気町一丁目２４５

〃 芳 野 英 治 松山市和気町一丁目１９７

〃 二 神 正 徳 松山市和気町二丁目１０３３－２

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

元中局建（開）第５号

令和元年５月８日
伊予郡松前町大字鶴吉字安井前２９５番２、２９５番４

松山市祝谷二丁目１２番３５号
クラールヒル１０３号
武 智 晋 也
武 智 静 香

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 木 藤 幸 治 大洲市大洲１０４８番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 武 田 康 秀 大洲市大洲２０９番地２

愛 媛 県 報令和元年５月１７日 第４号
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公 告

�公 告

争議行為の通知の公表について

全国一般愛媛地方労働組合執行委員長玉井博司から次のとおり争

議行為を行う旨の通知が平成３１年４月２６日あったので公表する。

令和元年５月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事件 ２０１９年度夏季一時金・その他に関する事項

２ 日時 ２０１９年５月２０日正午以降本問題が完全解決に至る間

３ 場所

病 院 名 所 在 地

一般財団法人真光會 松山市南高井町１４９１

４ 概要 前記記載の場所において、あらゆる形の争議行為を単独

または併用して実施する。
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�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

令和元年５月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

情報入出力管理システムの借入れ

� 借入物品名及び数量

情報入出力管理システム一式（ハードウェア一式、ソフトウ

ェア一式、業務アプリケーション一式、搬入・据付け・配線・

調整等一式を含む。）

� 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 借入期間

令和２年１月１日から令和６年１２月３１日まで

� 借入場所

入札説明書及び仕様書による。

� 入札方法

入札金額は、１月当たりの借入代金を記載すること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を

入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」について、平成２９・３０・

３１年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有す

ると認められた業者で、次の事項に該当するもの。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 借入期間の開始までに確実に納入できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

� 借入物品に係る保守及び点検の体制が整備されていることを

証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県警察本部警務部会計課調度第二係

〒７９０―８５７３

愛媛県松山市南堀端町２番地２

電話 （０８９）９３４―０１１０

� 入札書の受領期限

令和元年６月２６日（水）午後３時００分

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

令和元年６月２６日（水）午後３時００分

愛媛県警察本部２階 聴聞室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

物品を納入できることを証明する書類を、提出しなければなら

ない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

� 事前提出書類の受領期限

公告の日から令和元年６月１９日（水）午後５時１５分まで。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be leased： Information

Input and Output Management System，１ set

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 西 村 守 宇和島市三浦西３２２３番地

愛 媛 県 報令和元年５月１７日 第４号
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選挙管理委員会告示

� Time limit of tender：３：００ p．m．，２６，June，２０１９

� For further information， please contact： Supplies

Procurement Section，Finance Division，Administration

Department，Ｅhime Prefectural Police Headquarters，２―２

Minamihoribatacho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７３ Japan

TEL０８９―９３４―０１１０
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�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

令和元年５月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

捜査画像情報システムの借入れ

� 借入物品名及び数量

捜査画像情報システム一式（ハードウェア一式、ソフトウェ

ア一式、業務アプリケーション一式、搬入・据付け・配線・調

整等一式を含む。）

� 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 借入期間

令和２年１月１日から令和６年１２月３１日まで

� 借入場所

入札説明書及び仕様書による。

� 入札方法

入札金額は、１月当たりの借入代金を記載すること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を

入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」について、平成２９・３０・

３１年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有す

ると認められた業者で、次の事項に該当するもの。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 借入期間の開始までに確実に納入できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

� 借入物品に係る保守及び点検の体制が整備されていることを

証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県警察本部警務部会計課調度第二係

〒７９０―８５７３

愛媛県松山市南堀端町２番地２

電話 （０８９）９３４―０１１０

� 入札書の受領期限

令和元年６月２６日（水）午後３時３０分

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

令和元年６月２６日（水）午後３時３０分

愛媛県警察本部２階 聴聞室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

物品を納入できることを証明する書類を、提出しなければなら

ない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

� 事前提出書類の受領期限

公告の日から令和元年６月１９日（水）午後５時１５分まで。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the ｐroduct to be leased： Image

Information System for Investigation，１ set

� Time limit of tender：３：３０ p．m．，２６，June，２０１９

� For further information， please contact： Supplies

Procurement Section，Finance Division，Administration

Department，Ehime Prefectural Police Headquarters，２―２

Minamihoribatacho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７３ Japan

TEL０８９―９３４―０１１０

�愛媛県選挙管理委員会告示第１号
個人演説会等を開催することができる施設として市町村選挙管理委員会が指定した施設（平成２２年１月愛媛県選挙管理委員会告示第７号）

愛 媛 県 報令和元年５月１７日 第４号

５１



正 誤

�正 誤

平成３１年３月３１日付け愛媛県報第３０６４号外２愛媛県条例第２５号

（愛媛県県税賦課徴収条例の一部を改正する条例）中

�������
�正 誤

令和元年５月１日付け愛媛県報号外１愛媛県規則（保健師助産師

看護師法施行細則の一部を改正する規則）中

の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

令和元年５月１７日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

ページ 箇 所 誤 正

８ 右欄
上から５行目 � 省略 � 省略

ページ 箇 所 誤 正

１ 上から５行目 �愛媛県規則 �愛媛県規則第１号

改 正 後 改 正 前

施設の名称 施設の所在地 定員（人） 施設の名称 施設の所在地 定員（人）

省略 省略

大洲市白滝体育館 省略
大洲市大和体育館

大洲市長浜町下須戒甲

６６９番地の５
２５０

大洲市白滝体育館 省略

大洲市河辺体育館
大洲市河辺町河都３７５

番地
３００

省略

省略

令和元年５月１７日 発行

愛 媛 県 報令和元年５月１７日 第４号

５２


